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巻　頭

第72回回第72回
中小企業団体全国大会

開催

「新型コロナウイルス感染症及び多発する
災害からの復興支援と中小企業強靭化・
事業継続力強化への強力な推進」等を
要望決議

　第72回中小企業団体全国大会（全国中央会／茨城県中央

会主催）が令和2年10月22日（木）午後1時30分より、「つな

がるひろげる 連携の架け橋 ～スクラム強く 団結前進～」を

キャッチフレーズに、ザ・ヒロサワ・シティ会館 ( 茨城県水

戸市 ) で開催されました。今年度は新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から会場参加人数を制限しての開催となり、

来賓と関係者など約380名が参加しました。また特設サイトよりライブ中継が同時配信されました。

　本大会は組合組織の発展に向けた不断の努力を決意し、中小企業の振興に必要とする施策の実現を図ることを目的

に毎年開催されています。

　大会は、口笛奏者の加藤万里奈氏によるアトラクションに続いて、森洋 全国中央会会長の開会挨拶で始まり、茨

城県中央会 阿部真也会長の開催地挨拶、大井川和彦 茨城県知事、高橋靖 水戸市長より歓迎の挨拶、梶山弘志 経済

産業大臣など多数の来賓の方々の挨拶が行われました。また、田村憲久 厚生労働大臣、野上浩太郎 農林水産大臣、

関根正裕 株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長からはビデオメッセージによる挨拶が行われました。

　続いて、阿部真也 茨城県中央会会長が議長に、堀一 新潟県中央会会長、坂倉徹 神奈川県中央会副会長がそれぞれ

副議長に選任され、議事が進行し、中小企業・小規模事業者等の生産性向上・経営強靱化支援等の拡充、中小企業・

小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進、中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を

支える環境整備など21項目を決議しました。

　また、稲山幹夫 福井県中央会会長が「デジタル化など生産性向上への取組み」と題して意見発表を行い、本大会の

意義を内外に表明するため、山本主税 茨城県青年中央会会長が「大会宣言」を高らかに宣し、満場の拍手の下、採択

されました。

　上記と併せて、本大会では、優良組合（32組合）、組合功

労者（74名）、中央会優秀専従者（20名）の表彰が執り行わ

れ、各総代に森会長より表彰状とともに記念品が贈られまし

た。

　次期全国大会については、令和3年11月25日（木）に、 神

奈川県（パシフィコ横浜国立大ホール）において開催すること

を発表し、大会旗が森 洋 全国中央会会長から坂倉徹 神奈川

県中央会副会長へ継承され、次期開催地挨拶を行い、本大会

は閉会となりました。

　なお本大会の要望事項は、本会が設置する専門委員会による協議の結果を関東甲信越静中央会のブロック会議及び

全国中央会での調整を経て、全国大会での決議に反映されております。専門委員会は会長の諮問機関として課題ごと

に右頁の6つの委員会が設置されており、行政などへの意見要望等について審議し、情報交換を行っています。

本会 坂倉副会長（右）が大会旗を受け取る様子

開会挨拶をする森洋 全国中央会会長
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内　田　　　了

渡　邉　弘　一

髙　木　　　宏

飯　沼　健　史

鈴　木　茂　男

伊　藤　　　博

山　﨑　慎　介

柳　川　幸　司

上　野　好　一

立　澤　　　明

早　川　正　彦

石　田　　　隆

北　條　正　明

石　川　泰　成

大久保　慶　一

金　子　修　司

竹　中　伸　幸

豊　田　　　猛

江　森　克　治

石　井　二三夫

下　村　　　博

小　嶋　大　介

越　智　政　利

浦　上　裕　生

長　谷　雅　彦

佐　藤　講　二

遠　藤　繁　仁

伊　藤　　　宏

加　藤　和　之

石　田　　　正

長　嶌　達　夫

広　田　　　博

宗　村　隆　寛

平　出　揚　治

西　潟　幸　雄

山　﨑　潤　一

坂　入　　　満

森　下　守　久

生　嶋　正　和

斎　藤　久美子

飯　島　文　男

山　本　知　宏

山　田　勝　己

森　　　勇　人

市　川　　　肇

平　森　基　起

田　村　貴　寿

山　下　　　晃

栗　原　　　良

小　倉　龍　一

中　村　　　徹

土　地　竜　太

山　本　隆　史

伊　藤　惠　久

水　野　堅　市

金　指　清　隆

青　　　博　孝

山　田　　　隆

吉　水　啓　子

原　　　宣　幸

金　田　勝　俊

中　辻　和　夫

神　谷　明　彦

武　井　勇　二

清　水　賢　一

池　上　　　浩

中　森　伸　明

丸　山　裕　司

髙　橋　秀　美

堀　切　義　昭

黄金井　康　巳

柴　﨑　安　弘

各　務　　　毅

阿　部　政　彦

森　　　隆　雄

杉　本　祥　一

足　立　成　之

神　崎　征　美

寺　嶋　典　将

金　勝　賢　一
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関東地区機械産業協同組合

神奈川県室内装飾事業協同組合

警備業横浜協同組合

神奈川県貨物自動車事業協同組合連合会

箱根温泉旅館ホテル協同組合

神奈川県商店街振興組合連合会

神奈川県メッキ工業組合

神奈川県牛乳事業協同組合

神奈川県食肉事業協同組合連合会

横浜市塗装事業協同組合

清水原工業団地協同組合

横浜市管工事協同組合

神奈川県菓子工業組合

神奈川県中小企業青年中央会

神奈川県建設資材協同組合

横浜市建築設計協同組合

川崎市ビルメンテナンス業協同組合

神奈川県自動車整備商工組合

神奈川県印刷工業組合

神奈川県鉄構業協同組合

協同組合コイト協力会

神奈川県砕石工業組合

東京地方税理士協同組合

相模原事務用品協同組合

ＩＣＴ産業協同組合

東京湾海事事業協同組合

神奈川県自転車商協同組合

神奈川県タクシー厚生共済協同組合

神奈川県建設防水事業協同組合

神奈川県防災消防協同組合

横浜市綜合パン・米飯協同組合

神奈川県火災共済協同組合

横浜市資源リサイクル事業協同組合

野毛地区振興事業協同組合

神奈川県タイヤ商工協同組合

神奈川県浴場商業協同組合

神奈川県旅行業協同組合

久里浜商店会協同組合

協同組合横浜総合卸センター

県央警備業協同組合

横浜市下水道管理協同組合

横須賀食肉事業協同組合 

協同組合高津工友会

神奈川県パン協同組合連合会

神奈川県板金工業組合

横浜化学工業団地協同組合

伊勢原市歌川産業協同組合

横浜港運関連事業協同組合

協同組合川崎中小企業労務協会

神奈川県自動車車体整備協同組合

神奈川県ビルメンテナンス協同組合連合会

協同組合すばる

湘南社会福祉事業協同組合

平塚市資源回収協同組合

ワイ・アール・ピー情報産業協同組合

県央ガス協同組合

神奈川県電気工事工業組合

横浜港運事業協同組合

海老名第一商業協同組合

神奈川県管工事協同組合連合会

藤沢市資源循環協同組合

神奈川県金属プレス工業協同組合

大和市リサイクル事業協同組合

横浜電機・精機工業団地協同組合

茅ヶ崎市緑化事業協同組合

川崎総合物流協同組合

綱島商店街協同組合

神奈川県綾瀬工業団地協同組合

神奈川県住宅保全協同組合

神奈川県工業塗装協同組合

神奈川県酒造協同組合

神奈川県内陸工業団地協同組合

川崎港湾物流協同組合

神奈川県鉄筋業協同組合

神奈川県こんにゃく協同組合

さがみはらＩＴ協同組合

神奈川県段ボール箱協同組合

神奈川県畳工業協同組合

平塚鉄工業協同組合

富士川崎協同組合

役職

役職

役職

役職

役職

役職

氏　名

氏　名

氏　名

氏　名

氏　名

氏　名

所　属　団　体

所　属　団　体

所　属　団　体

所　属　団　体

所　属　団　体

所　属　団　体

総 合 委 員 会

金 融 税 制 委 員 会

商 業 サ ー ビ ス 業 委 員 会

労 働 委 員 会

エ ネ ル ギ ー 環 境 委 員 会

工 業 委 員 会

令和2年度専門委員会  委員名簿令和2年度専門委員会  委員名簿
（順不同・敬称略）
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特　集

同一労働同一賃金とは？

　2021年4月1日より、中小企業にもパート・有期法（正式には「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の

改善等に関する法律」）が適用され、同一労働同一賃金の実現に向けた取り組みを本格的に実施していくことが必

要となります。この同一労働同一賃金は、正規労働者か非正規労働者かという雇用形態にかかわらない公正な待

遇の確保、つまりは均等待遇・均衡待遇（※）の考え方をいいます。

　現在の日本は、パートタイム労働者や契約社員、派遣社員など、いわゆる非正規労働者（短時間・有期雇用労

働者）の比率は増加傾向にあり、総務省「労働力調査」によると、2018年において非正規労働者数は2165万人（前

年比+45万人）となり、非正規雇用者比率は全体の4割近くにまで増えています。

　そうした状況の中、同一企業内における正規と非正規の間の「不合理な待遇差」の解消の取組を通じて、働く人

がどのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし

よう、というのが本取り組みの狙いです。また、女性や高年齢者、外国人、障害者、育児や介護の制約を抱える

方にも雇用の枠を広げて多様な人材を活用していくことは、今後人口減少が進む我が国において、労働力不足解

消の対策にもなり、様々な働き方改革取り組みの中でも、この同一労働同一賃金の実現は、特に重要な取り組み

と言えます。

※均等待遇・均衡待遇

　職務内容（職務、責任の度合い、人材活用の仕組み等）が同一ならば、同じ賃金を支給し（＝均等待遇）、

職務内容が異なる場合は、その違いに応じてバランスのとれた賃金を支給しなければならない（＝均衡待

遇）という意味。

中小企業も2021年4月1日より義務化!
同一労働同一賃金への対策

中小企業も2021年4月1日より義務化!
同一労働同一賃金への対策

社会保険労務士法人ことのは
社会保険労務士　益 子 英 之
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通勤手当

役職手当

賞　　与

支 給 目 的

正 規 労 働 者

非正規労働者

検 証 の 結 果

支 給 目 的

正 規 労 働 者

非正規労働者

検 証 の 結 果

支 給 目 的

正 規 労 働 者

非正規労働者

検 証 の 結 果

通勤に要する交通費を補填する目的で支給している

交通費実費の全額に相当する額を支給している

支給していない、または上限額を定めている

正規も非正規も通勤することは変わりがなく、違いを設ける理由が説明できないので改善要

主任等の役職に就く者としての責任の重さを評価して支給している

主任等の役職に就いている者には、その責任の重さを評価して支給している

支給していない

非正規社員は役職に就くことが想定されない及び役職についていないため支給をしていない

（改善不要）

会社の業績に対する功労報償として支給している

製造実績に応じ、基本給の1～4か月分を支給している

支給していない

製造に対する目標は正規・非正規どちらにもなく、非正規も製造実績に何らかの貢献をして

いるので、「支給なし」についての理由を説明することができないので改善要

具体的にどんな対策をすればいいの？

　具体的に行っておくべき対策としては、基本給や各種手当、賞与、退職金、休暇、福利厚生、キャリアパスな

ど、様々な項目について自社が考える正規・非正規の違いを整理し、正規との間に待遇に違いがある場合は、そ

の違いについて合理的な理由を考える（均等待遇・均衡待遇の形を整える）ことになります。働き方（労働時間や

休日など）や仕事ぶり（役割・責任など）が異なるのであれば、その違いに応じて賃金や福利厚生などの待遇につ

いて異なる取り扱いをすること自体は構いませんが、それには「不合理はでない」理由と、その異なる待遇が、そ

の違いに応じたバランスの取れたものであることが求められます。2021年４月からは非正規労働者から求めが

あったときには、その違いについて内容や理由を説明することが企業の義務になります。労働者に説明をする際

は、就業規則、賃金規程、等級表など、待遇の内容を記載した資料や文書を活用して口頭で行うことが基本のや

り方になると思います。「待遇は、各人の能力、経験等を考慮して総合的に決定する」、「パートだから」、「将来

の役割期待が異なるから」といった主観的・抽象的な理由では不十分とされます。なお、待遇差が不合理か否か、

内容が適切であるか否かは、最終的には司法により判断されることになりますが、説明を求められた際に説明が

できないと待遇差の不合理性が争いになった場合に、企業は法的に不利になる可能性が高まることになりますの

でしっかり準備をしておきましょう。

　参考に、検証方法の一例をご紹介しましたので、趣旨・目的に基づき待遇の説明ができるかどうか確認をして

みてください。
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橋本商店街協同組合
　橋本商店街協同組合は組合員数約130名で構成されている商店街組織で、年間を通してハロウインや七夕まつり
等、様々なイベントを実施しています。令和2年9月26日～10月25日の期間には毎年恒例となっている「まちゼミ」
を開催し、大好評で予約が殺到しました。今回は、その「まちゼミ」について実際に参加し、その魅力を取材させてい
ただきました！

　　　 まちゼミって何？

　商店街の各個店の店員が講師となり、専門知識を活かした豆知識を紹介してコミュ
ニケーションを取りながら、様々なイベント体験ができるミニ講座です。各個店にど
んな商品やサービスがあるのか、どんな人が働いているのかを参加者に知っていただ
き、個店のファンづくりにとどまらず、地域の活性化を目的に年一回開催しています。
今年は参加募集開始後すぐに定員となる講座が多く、既に地域に根差したイベントと
なっています。

自家焙煎珈琲豆店MEISTER
「美味しい珈琲を楽しむコツ＆飲み比べ体験」
　人によって珈琲の酸味や苦みにこだわりがあり、色々な味
が楽しまれていますが、科学的には雑味が少ないものほど、
美味しい珈琲であると言われています。本講座では、雑味の
出にくいペーパードリップで、セラード・キリマンジェロ・
マンデリンの三種類の豆を抽出し、飲み比べ体験ができまし
た。初心者にも、わかりやすいように、使用する豆の原産国
や特徴を一から丁寧に説明を受けることができ、ドリッパー
にお湯を注ぐコ
ツや焙煎度によっ
て、どの温度で淹
れれば雑味がとれ
るのか等、ここで
しか聞けない当店
のこだわりも盛り
だくさんの内容で
した。

事業者の声
「まちゼミの効果は確かに感じている！これからも魅力溢れるまちゼミを開催していく！」

　「今回のまちゼミで９回目の開催となりますが、市内の団体からも協力支援を受けることができ、ようやく地域のイベントとして
根付いてきた感触があります。まちゼミはお客様が気軽に街のお店を知ってもらえる絶好の機会で、お店の商品・サービスやスタッ
フに魅力を感じて固定客となる方も多く、出店者はまちゼミのメリットを大いに感じています。今年は過去一番で、事務局に街ゼ
ミの問い合わせが多く、講座の予約が埋まるスピードがとても早かったですが、多くの方がコロナ禍で、人と直に会話をして、そ
の空間を共有するリアルの魅力を再認識したからこそ、これほど盛況だったのではないでしょうか。当組合はまちゼミを開催する
上で、事前の説明会で十分にまちゼミの趣旨とルールを理解していただいたお店だけ、出店できるようにしているので、イベント
のブランドを保ちつつ、今後はさらに幅広い業種のお店で講座を充実していければと思います。各講座の内容についても出店者同
士のグループディスカッションでブラッシュアップし、まちゼミ終了後にアンケ―ト結果に基づいて反省会を行う等、初めての方
にも楽しんでいただける内容を心掛けていますので、気になる方は是非参加してみてください！今後も組合をあげて地域の魅力を
引き出すために、まちゼミを開催していきます！」

【記事に関するお問合せ先】
橋本商店街協同組合 事務局
（相模原市緑区橋本6－19－12

グランツェン205号）
TEL：042-772-2543
URL：https://84moto.biz/

はしもと接骨院
「お灸で超リラックスタイム限定3名」
　お灸は肩こりや腰痛だけでなく、自律神経を整えたり、免
疫力を高める効果があるとされています。本講座では、お灸
の原料となる「もぐさ」の作り方やお灸の正しい使用方法を教
えてもらえるだけでなく、せんねん灸や箱灸（はこきゅう）
等の様々な種類のお灸を実際に体験できました。手軽に無料
で、自身が抱える症状に応じて、どのツボにどんなお灸をす
れば、症状の改善が期待できるのか、マンツーマンで説明を
受ける機会もあまり
ないのではないで
しょうか。現在、「お
灸女子」と呼ばれる
お灸を使用する若い
女性が増えているよ
うで、幅広い世代に
お灸は親しまれてい
ます。

　取材に対応いただいた事
務局の上田　聡 氏。8年前
に当組合の事務局に就任し
て以降、橋本商店街の活性
化に尽力されており、今や
組合にとって欠かせない存
在になっています。

　　　

実際に取材班が体験した「まちゼミ」講座

商工神奈川11月号.indd   6 2020/11/10   11:15:23



7商工神奈川　2020年11月号

神奈川県遊技場協同組合
　神奈川県遊技場協同組合は県内で営業しているパチンコ・パチスロ店467店舗、組合員229名（９月末現在 )から
なる協同組合です。県内組織率9割以上を誇る業界団体として、組合員企業の健全な経営の育成や社会的・経済的地
位の向上を目的とした活動を行っています。
　今回は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けるなか、組合としての取り組み等を中心に伊坂重憲理事長に取材
をさせていただきました。

【新型コロナウイルスによる影響】
　4月10日に緊急事態宣言を受け、当業界を含む6業種を対象に休業要請がありました。組合では2月より新型
コロナウイルス感染拡大防止策を講じていたものの、一種の国難でもあることから、直ちに全組合員に休業要請
への対応を呼びかけました。組合職員が足を運んで説得した効果もあり、ほとんどの店舗が要請を守ってくれま
したが、一部の組合員以外の店舗による営業継続をメディア等が集中的に報道したことで、業界への負のイメー
ジとして取られてしまったことは非常に残念でもありました。
　また、当業界は風営法に基づく業種であることから、これまで金融機関からの融資が受け難い状況にありまし
たが、組合が働きかけを行い、保証対象職種として、組合員の資金繰りの改善につながったことは大きな成果で
した。

【組合での新型コロナウイルス対応】
　現在組合では、業界団体の作成したガイドラインに沿った対策を徹底
指導しています。それを受け各店舗では、換気やマスク着用、遊技機の
消毒・除菌等の徹底に加え、隣席との間にパーテーション、景品カウンター
へのビニールカーテンの設置、AI 検温装置など、ソーシャルディスタン
スの確保にも取り組み、クラスター発生を抑えるために細心の注意を払っ
て営業を行っています。また、神奈川県がまん延防止対策として、特に
力を入れている「感染防止対策取組書・ラインコロナお知らせシステム」
の導入を組合が重ねて要請した結果、県内パチンコ・パチスロ店463店
舗（10月28日現在）がこれに登録し、まん延対策の「見える化」を組合加
盟店舗一丸となって行い、お客様が安心して遊技できる環境づくりを進
めています。

【その他の組合活動】
　組合では昨年８月、神奈川県及び県内３政令指定都市と災害協定を結
びました。この協定は、地震等の大規模災害時にパチンコ・パチスロ店
舗を休憩場所として帰宅困難者に開放し、情報提供や水道水・トイレの
提供などを行うというものです。私たちは、大きな街道沿いや駅周辺に
多く店舗を構えており、私たちだからこそできる災害支援として、この
ような取り組みを私は全国に広めようと働きかけを行っています。
　また他にも、福祉車両購入助成や、本年は残念ながら開催できません
でしたが、組合でフルオーケストラコンサートを主催し、例年県内の特
別支援学校等の生徒２千人以上を招待するなど、様々な社会貢献活動を
長年実施してきています。このような社会貢献・地域貢献活動は地域住
民やお客様に喜ばれるだけでなく、従業員のモチベーションアップにつ
ながっており、組合としては今後もタイムリーな社会貢献を実施してい
く予定です。

【最後に】
　パチンコ・パチスロは機械と向き合う遊びであり、お客様は基本的にはしゃべることもありません。また、パ
チンコ店の空気清浄機は、たばこの煙対策として非常に高い性能の機械を導入しています。したがいまして、店
内の換気は他の施設と比べて大変優れており、店内で感染が広がる危険性は極めて低いと考えられます。しかし
メディア等でのイメージが先行し、まだまだ客足は厳しい状態にあります。この業界は高齢者が多いため、なおさ
ら感染への恐れは大きく、業界をあげて感染対策に取り組んでいることを皆様に知っていただければと思います。
　組合としてはこの新型コロナウイルスの影響で厳しい状況の今を転換期と考え、しっかりとした運営ができる
ように、未来型思考の組合として運営体制を確立していき、組合に入ってよかったなと思われる組合にしていき
たいと考えています。

【記事に関するお問合せ先】
神奈川県遊技場協同組合 事務局
（横浜市神奈川区鶴屋町1-6-10）
TEL：045-312-5233
URL：https://www.kykk.com

AI による検温の様子 (パラッツォ湘南台店 )

ポスターで災害時帰宅支援を呼びかける
伊坂理事長

ホームページはこちらからもアクセスできます！

ファン感謝デーのご案内
全国のパチンコ・パチスロ店舗では2020年11月21
日（土）・22日（日）・23日（月・祝）抽選くじにより素敵
な賞品が当たるキャンペーンを実施します。
詳細は全日本遊技事業協同組合連合会のホームペー
ジをご確認ください。
https://fan-kan2020.com/
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「Go To Eat かながわ」「Go To Eat かながわ」 （食事券事業）のご案内（食事券事業）のご案内
※掲載内容は2020年10月20日時点の情報となります。
　最新情報は下記の「Go To Eatかながわ」ホームページでご確認いただくようお願いいたします。

【事業目的】

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少など甚大な被害を受けている飲食業界全体を支援する
事業で、特に感染防止対策に取り組む飲食店の事業継続を支援するものです。具体的には25％のプレミア
ム（販売価格10,000円分購入で12,500円分）を付与した食事クーポンを発行し、飲食店での消費需要の喚
起につなげることを目的とします。

【事業実施体制】

Go To Eatかながわ事務局：東武トップツアーズ株式会社
広報等協力機関：神奈川産業振興センター、神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会

神奈川県中小企業団体中央会、商連かながわ、神奈川県観光協会

【食事券発行事業の概要】

発 行 額：総額250億円（うちプレミアム分50億円）
販売方法：① LINE電子クーポン

②コンビニ紙クーポン
全国のセブンイレブン、ローソン、ミニストップで販売

発行単位：①電子クーポン：1セット　12,500円
②紙クーポン：1セット　12,500円
※紙クーポン券種：500円券×15枚＋1,000円×5枚

販売期間：令和2年11月6日～令和3年1月31日　　
※予算に達し次第終了。

利用期間：令和2年11月6日～令和3年3月31日

【加盟店登録の条件】

加盟店登録には下記条件を満たしている必要があります。
①日本産業分類の「76飲食店」に分類される飲食店のうち、食品衛生法第52条第1項の許可を得ている飲食
店であり、かつその場で飲食させる事業所が対象。ただし、風俗営業法第2条第4項に規定される「接客
飲食等営業」を営む飲食店は対象外。
②「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（改正）に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」に
基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防策に取り組むとともに、神奈川県の「感染防止対策取組書・
LINEコロナお知らせシステム」に登録及び掲示する飲食店。

【問い合わせ先】

Go To EatかながわHP
https://www.kanagawa-gte.jp/
　
①加盟店の募集・登録に関するお問い合わせ   TEL：0570-052-130
②食事券の購入方法、利用方法等についてのお問い合わせ TEL：0570-052-140
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組合個別
専門相談
組合個別
専門相談

組合運営に関するよくある
質問に、本会の無料個別専
門相談を担当している、弁
護士、税理士・公認会計士
の先生方がわかりやすくお
答えします！

組
合
組
合
組
合

第

回

第

回

第

回
38Q AQ A&&

令和2年

◎法律、税務・経理、労務 12月2日（水）
午後1時～4時　本会会議室にて

●電話予約をお願いします。　本会 組織支援部 TEL：045-633-5133

■ 次回日程

●通常相談は無料、秘密厳守●

A．
　中小企業等協同組合法には持分の算定方法について
何らの規定がないので、定款で自由に定めてよいわけ
ですが、一般にその方法として改算式（または均等式）
算定方法と加算式（または差等式）算定方法があります。
 改算式算定方法は、組合の正味財産（時価）の価額を出
資総口数で除することにより出資1口当たりの持分額を
算定し、それに各組合員それぞれの出資口数を乗じて
各組合員の有する持分額を算定する方法です。現在多
くの組合がこの方法を採用しています。
　この方法によるときは、出資1口当たりの持分額が均
等となるので、計算、事務処理が簡便ですが、原始加
入者および増口分の出資の払込みに際しては、持分調
整金を徴収する必要が生じます。（※印参照）
　しかし、改算式算定方法の下では組合員毎の組合内
部留保増加額への貢献度が持分額に反映しないという
難点があるため、組合事業への積極的な参加意欲を期
待しにくい点があることは否めません。
　加算式算定方法は、各組合員について、事業年度ご
とに、組合の正味財産（時価）に属する出資金、準備金、
積立金その他の純資産について、各組合員の出資口数、
事業の利用分量（企業組合にあっては従事分量）を標準
として算定加算（損失が生じた場合はそのてん補額を控
除）することによって、各組合員の有する持分額を算定
する方法です。
　この方法によるときは、各組合員の持分は、加入の
時期、組合事業の利用分量等により不均一となるので、
持分計算を明らかにするための持分計算表と、各組合
員別に持分額を示す持分台帳が必要となります。その
ため、従来は計算・事務処理が繁雑となるとの理由で
採用されることは極めて少なかったようですが、神奈
川県においては最近になって数件の協同組合において
採用された実績があります。特に、固定資産の含み益
の金額が大きい組合や内部留保金額が多額である組合
にとっては、加算方式の長所を理解すればもっと多く
の組合が採用するものと考えられます。
　ただし、加算式算定方法によれば時価純資産額の大
きい組合で組合員が脱退する場合の払戻金額が多額に
なるため、資金的に困難な状況になるケースも生じる
おそれもあります。しかし、例えば組合の状況によっ

ては、持分の算定方式には加算式を、払戻し方法には
出資限度方式を採用し、解散時のみに加算式で計算さ
れた全額持分を払い戻すようにすることも可能です。
このように加算式の導入にあたって、組合の置かれた
状況に応じて柔軟に対応できる余地があることも理解
しておくことが重要であると考えます。
　尚、定款参考例に示された、加算式算定方法の規定
は次のとおりです。

○定款例第23条　組合員の持分は、次の基準によ
り算定する。
一　出資金については、各組合員の出資額により
算定する。
二　資本準備金については、各組合員の出資額に
より事業年度末ごとに算定加算する。
三　法定利益準備金、特別積立金及びその他の積
立金については、各組合員が本組合の事業を利
用した分量に応じて、事業年度末ごとに算定加
算する。
四　繰越利益又は繰越損失については、各組合員
の出資額により算定する。
五　土地等の評価損益については、各組合員の出
資額により事業年度末ごとに算定し加算又は減
算する。
２　準備金又は積立金により損失のてん補をし
たときは、その損失をてん補した科目の金額
において有する各組合員の持分の割合に応じ
てそのてん補分を算定し、その持分を減算す
る。第53条第２項ただし書の規定又は総会
の決議により、特別積立金又はその他の積立
金を損失のてん補以外の支出に充てた場合も
同様である。

３　本組合の財産が、出資額より減少したとき
の持分は、各組合員の出資額により算定する。

４　持分の算定に当っては、何円未満の端数は
切り捨てるものとする。

（注書は略）

※ただし、バブル崩壊後には組合の健全な財政状態を
維持するために払戻し方法を出資額限度方式に変更
している組合が増加しています。この場合は持分調
整金の徴収は不要です。

　平成３年６月12日の改正により、中小企業庁の事業協同組合模範定款例に、加算式持分算定方法に関
する規定が追加されていますが、改算式持分算定方法との違いについてご教示下さい。Q.

成
田
公
認
会
計
士
事
務
所

　

所　

長
成
田
博
隆
先
生

新たに「zoom」による
相談ができるように
なりました!!
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2020  9月2020  9月 業界情報業界情報 情報連絡員の声情報連絡員の声

売上高
景
況
天
気
図
（
前
年
比
）

全　

体

製
造
業

非
製
造
業

在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人員 業界の景況

-66.2％

-66.7％

-66.0％

-10.9％

19.0％

-36.0％

-9.5％

-4.8％

-11.3％

-20.3％

-9.5％

-24.5％

-60.8％

-61.9％

-60.4％

-40.5％

-42.9％

-39.6％

-47.6％

-47.6％

―

-16.2％

-14.3％

-17.0％

-64.9％

-61.9％

-66.0％

快晴

30以上

晴れ

10～30未満

くもり
10未満　
　～-10

雨
-10超～　
　-30未満

雪

-30以上

【天気図の見方】各景況項目について「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（また
は「悪化」）業種割合を引いた値（KJI）をもとに作成。その基準は次の通りである。ただし、
在庫数量はKJI値プラスの場合には雨、マイナスの場合には晴れの方向に表した。KJIとは、
「神奈川県情報連絡員調査指数」の略である。

※この業界情報は、県下74名の連絡員からの情報をもとにしております。
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大規模なパン販売イベントが中止となり、暑さも
続き、市販業界が総じて減少。給食は前年に戻り、

前年並みの状況にある。

令和２年８月の清酒課税移出数量の特定名称酒
は対前年比95.02％と下回った。特定名称酒以

外の普通酒も対前年比59.01％と下回り、合計で対前年比
89.63％と前年を下回る結果となった。

手持ち受注残高はすでに消化し、ゼネコンの見積
もりが減少するなど先行き受注への不安感が強

い。持続化給付金を受領し、家賃支援給付金への申し込みを
行った業者が多い。資金繰り面の影響は、これから深刻化する。

造船メーカー各社の受注残は平均で
１～２年分で２年分を割り込むと不

況と言われており、既にその危険水域に入り込んでいる。そ
のため、各社とも、建造ピッチをスローダウンする方向に向
かって舵を切っている。当組合は、166社に対して、新型コロナウイルス

の影響に対するアンケートを実施した。前回調査
で、５～７月の売上が30％以上減少した企業が41.7％だっ
たのに対して、今回の調査で明らかになった実績は58.2％
と、予想を上回る減少となった。

９月は観光客期待のシルバーウイークがあった
が、当業界はコロナウイルス感染拡大前の水準に

戻らず、苦しい状況が続いている。このような中、月後半頃
から若干回復傾向が見られたことから、10月以降の東京発着
を加えたGoTo トラベルキャンペーン等に期待しているとこ
ろである。

GoTo トラベルキャンペーンの効果か９月の４連
休の前後は売上が上がった気がするが、そのあと

は元に戻ったように悪化してしまった。

前年同月比70％前後を推移している。Goto トラ
ベルの開始による旅行関係の仕事や地域クーポン

の仕事が多少見られるようになった。

組合員に景況を伺ったところ、次のように話し
ていた。「国内自動車関係アウター市場が総じ

て順調であるとともに、海外市場の受注が回復してきており、
９月は輸出が順調に推移、前年実績を上回る売り上げを確保
した。」

コロナ禍の影響が比較的少ない、大型案件などへ
の出荷は前年並みだが、戸建て等の需要の停滞が

目立ってきた。地域差はあるが、全体で横這い。

9月は若干受注が増加したが、10月以降の状況
は厳しい。塗料販売店の話では、10月の出荷量

は前年同期比70％程度であるとのこと。コロナ禍の影響がま
だ続いているが、7～8月が底で少しずつ回復の兆しが見える。

第２四半期共同受電電気使用
量は、前年比▲8.9％（第1

四半期は同40％）であるが、好調な食品関係大口需要家1社を
除くと前年比▲16.4％（第1四半期は同▲12.5％）であり、
操業度は低下している。しかし、７月を底に前年比マイナス
幅は若干ながらも改善しており、休業日数を減らす企業も見
られる。

コロナウイルスの影響によ
り、売上高前年▲10～20％

推移。組合員によっては主要取引先から海外市場向け製品に
受注回復の見込みや、自動車部品メーカーからの受注微増と
の声も聞かれるようになった。

依然としてコロナ禍による低
迷により、業況は大変厳し

く、先行き不透明で、下期の景気予測が困難。一部昨年実績
を上回る先もあり、稼働状況はやや改善傾向。【参考】当組合
ETC利用実績推移　令和２年２月～８月は前年比▲17.8％、
令和２年８月は前年比▲7.2％と一時に比べかなり改善。

明るい兆しが見えてきたと思っていたが、思う
ように企業の受注が増加に転じない。給付金・

助成金では耐え忍ぶには非常に厳しい企業も見られる。

少しずつ動き始
めてはいるもの

の、大きな変化の無い横ばい状態は、しばらく続きそうである。
コロナ禍で、各会員の状況等を聞く交流の場として、リモートで
の研修会の開催やアンケ―トを取る等しているが、コロナ禍以前
のように参加者は戻らず、組合の事業活動も四苦八苦している。

多少上向き傾向
に感じるが、数

字としてまだ表れていない。ファーウェイ規制の状況次第で
は、受注に不安を感じている。

世界的に設備投
資が進まずプラ

ント・工作機械等の受注が大幅に減少し生産調整が長引いて
いる。大規模展示会等が中止・延期される他、営業活動自粛
による機会損失も発生。コロナ禍の生活環境の変化により、
受注変化への対応が困難な状況。

パ　ン

酒　造

家　具

指定業者（船舶）

印　刷

ひもの

製　麺

製　本

石油製品

砕　石

工業塗装

工業団地（相模原市）

工業団地（相模原市）

工業団地（伊勢原市）

金属製品

工業中心の複合業種（川崎市）

工業中心の複合業種（川崎市）

工業中心の複合業種（厚木市）
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８月末より横須賀市発行の「地元
のお店応援券」は幅広い業種で利

用ができて好評。また、タバコ・第３のビール等の値上げに
よる駆け込み需要により、一部業種が伸びており、全体とし
ても消費の刺激が見受けられた模様。10月に予定のハロウイ
ンイベントは中止した。
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売上は2割から3割減少したままで、回復していな
いようである。特に企業や大学などの売店に関し

ては、在宅での勤務や授業の広がりによって、売上が戻るの
は難しいと感じている。これから資金繰りや雇用維持が一層
厳しくなることが予想される。

売上については、前年同月比で減少。緊急事態宣
言が解除されたものの、依然として新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、前年比減収。一方、巣ごも
り需要による特需で増収の企業もあり、販売ターゲットによ
る業績格差が顕著に表れている。

まだまだ売上は60～70％の組合員がほと
んどである。10月よりGoToEatキャンペー

ンが開始されるが、店舗側も客数を制限しての営業であり、
満席であっても売上は70％程度ではないかと推測される。

コロナウイルス感染拡大の影響による売上減も
下げ止まりつつあり、今後改善に向かいそうで

ある。補助金による効果はあと2ヶ月ぐらいは続きそうである。

古紙の輸出価格については中国及びアジア
向けの引き合いが強く、前月に引き続き、

堅調が続いているものの、国内においては需給縮小により古
紙消費も低下が続いていることから、市況価格は低調のまま
推移している。

古紙市況は、国内需要が低調で、問屋の在庫
調整が継続している、アジア向けの輸出は中

国も含め、需要が活発になってきており、引き合いが強くなっ
てきている。鉄スクラップ市況は、国内の問屋入荷は減少が続
いており、価格上昇に対応するため、様子見ムードとなってい
る。

先行きが不透明だが、地域密着型のお店で成功し
ているところもある。

夏の暑さのおかげでエアコン等、夏物商品が大
変好調になり、売上アップに繋がった。

対面販売が基本であるが、新型コロナウイルス対
策のため、マスク、フェイスシールド、パーテーショ

ン等、衛生管理に充分に気を付けている。メーカーで行われ
ているセミナーも密になるのを避けるためWEBで行ってお
り、メーカーの営業マンも在宅でテレワークを行っている。

花の作付けがコロナウイルスの影響で減少し、市場
で高値が続き、さらに悪化している。

入荷量は依然として減少傾向。サンマは品質は良く
ないが高値。飲食店の営業は全く回復しない。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、退去す
る店や家賃の未収が発生している。特に来店者

は高齢者が中心で、高齢者は外出を控えているので、その影
響は大きい。

新型コロナウイルスの影響で需要が減少し
ていたが、少しずつだが、景気は対前年に

戻りつつある。GoTo キャンペーンの影響で、乗用車のタイ
ヤ需要は良くなっているかもしれない。今年のウインタース
ポーツや旅行などへのアクティビティの減少がいまだ予想さ
れ、不安である。

9月に入り、上旬から中旬にかけて、原油コストは
新型コロナウイルスからの需要回復が遅れていると

の懸念が再浮上し、約3円 /ℓ弱の大幅安となった。これに伴
い、国内石油元売会社も約3円 /ℓ弱の仕切価格の下降線を辿っ
ている状況である。

9月に入っても、残暑が厳しかったが、台風の影
響も限定的なもので、大きな被害なく、一部野菜

産地の移行で、高値の物もあったが、青果全般にわたり入荷
量、相場ともに比較的順調な展開であった。

コロナウイルスの影響か、自家用車での来客が目
立つ。GoTo トラベルの効果もあり、前年並に戻

りつつあるが、間際予約が多く、団体客も動いていない状況である。

飲食店を中心に厳しい状況が続いて
いる。年末の企業の忘年会が中止に

なるところが多いのではないかと危惧している。持続化給付
金や融資の効果が切れる年末は心配である。

昨年の消費増税前の駆け込み需要に
より、昨年対比は２桁落ち込んでい

るが、想定の範囲内であり、全体的に客足は戻ってきている。
コロナ禍であるため、営業時間の1時間短縮は今も継続して
いる。

今月は台風が3つ発生して先月の酷
暑が少しの間続いたが、雨の多い不

安定な陽気で秋物商戦に影響を与えた。また、シルバーウィー
クの期間中はコロナ禍の中、旅行等に出かける人が多かった
ようである。商店街には通常と変わらずに人は出ていたが、
食品以外は売上には結びつかない状況なようである。

8月から半年ぶりに朝市を開催
し、どの程度お客様が来てもら

えるか心配したが、開催を待ち望んでいたお客様でにぎわっ
た。特に9月は過去2番目の来場者があり、安心した。

医療機関外来、薬局処方箋は前年比90％前後を推
移しており、4～6月より改善するも厳しい状況は

続いている。健診は戻りつつある。また、前月に続き、障が
い者施設のデイサービスが中止となり、給食数が減少した。

様々な面で収益状況
が悪化しているが、

個別家計相談の増加や新企画事業立ち上げなど、状況が好転し
ている面もあり、これからの業務に積極的に取り組んでいる。

携帯料金値下げの要請が政府から再提
示された影響で、携帯大手会社が経営

不振となり、そのあおりで当組合・当社を含む携帯電話関連の
中小企業の経営悪化が懸念される。10月以降の案件がなかな
か確定しておらず、コロナウイルス騒動により営業活動は殆ど
停止しているが、先月に比べると引き合いは回復基調にある。

2017年度より始まる約300校の建替え計画は
17年度に着手校が3校、19年度まで3校ずつと

続いたが、20年度は6校となった。事業費は各40億円前後で
ある。大規模改修では、横浜美術館120億円、開港記念会館、
横浜赤レンガ倉庫等が予定されている。コロナ禍の中、着実
に計画が進むよう期待したい。

新型コロナウイルス感染リスクを避けるた
め、来院予約制に変更した店舗が増えてきて

いる。重症化リスクも低下してきたせいか、徐々に来院者数も
戻ってきたところもあるが、未だに患者が戻らず、窮地に追い
込まれつつある地域もあり、地域格差が拡大してきている。

景況はすこぶる悪く、民間工事の発注も低調で
あった。下期発注の公共工事にあやかりたい強い

思いがあり、これらの経済活動の好転に期待したい。

各種学校、ハローワークに従業員の募集を募っ
ても応募者がいない。失業率が増えているとい

うが、新入社員は入社しても、すぐに辞めてしまうと聞くので、
建設業界には人が集まらない。

コロナ禍で現場の動きにバラツキがあ
り、コロナウイルス感染の影響で現場の

稼働が悪くなっているところもある。それ以外の現場では、通
常の工事をしているが、今後の動きが不安である。

秋口になり、多少受注が増えるも、結果として売
上は前年比で減少している。一般事業者の好転は

いつになるやら不安である。コロナウイルス感染者は少し増
加しているのが気がかり。

全体的に前月より若干輸送量が増加している。

自動車業界の回復傾向に伴い、荷量が４～７月
に比べ、増えてきたが全体として前年同月に比

べると１～２割ほど荷量が少ない状況が続いており、買い手
有利な状況となっている。仕立運賃も下落傾向が続いており、
中・長距離帰り便については、仕事のない事業者が言い値で
引き受けることもあり、4月に発表された標準運賃の50％以
下となることも多い。

新型コロナウイルスの影響により、経営が悪化
していたが、受注は回復傾向になっている。感

染拡大が長期化し、収束が見通せないと、今後への不安から「経
営が苦しい」・「赤字」といったことから経済的・精神的不安が
続いており、収益状況が好転し、前期の減少分を取り戻さな
いと廃業も検討する事業者もいる。

不動産業界全体では、4～5月の最悪の状態からだ
いぶ回復してきている。特に売買は成約件数、価

格とも前年と同水準近くまで戻ってきているように思える。
賃貸も9月後半から動きが出てきているが、不動産会社店舗
の訪問は相変わらず減少が続いている。
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  ～書籍発行のお知らせ～
「2020年版 中小企業組合必携

（全国中小企業団体中央会 著）」PRRPRRPPRRPPRPPRPRRRPP ひろばひろばPRひろばPRひろば
組合に関する法律、運営、税務、会計等全般にわたり解説した事務局必携書です！

価　格：5,500円（税込・送料別）

内　容：【総務編】
　働き方改革の実施にあたって、今後、留意すべき事項を追加し、オンライン
登記についての料金、各種申請についての様式を最新の情報へと見直しました。
【会計編】
　財務指標の最新数値の見直しと各種経営比率や組合が行う配当の考え方につ
いて、説明を加えました。
【税務編】
　令和2年度税制改正等を踏まえ、中小企業組合が活用可能な租税特別措置の概要を中心に改訂しまし
た。また、申告モデル、様式についても見直しを行い、消費税法に関する国の公表資料も見直しを行い
ました。

※送料は１冊300円（2冊以上600円）になります。

●お申込み・お問合せ先
　神奈川県中央会　業務推進部　TEL：045-633-5131

　経営者保証に関するガイドラインとは、金融庁と中小企業庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全
国銀行協会が事務局となり、運用している準則です。中小企業庁では適用の促進を図る為、弁護士や税理士、
公認会計士、中小企業診断士等の専門家による支援を無料で行っております。
　「経営者保証の提供なしで融資を受けたい」、「経営者保証を提供している既存の借入金について保証を外した
い」、「後継者への事業承継に際し経営者保証の引継ぎが円滑な事業承継の妨げになっている」、「債務整理を行
うが、保証債務が個人資産を上回っている」等の課題がある場合は、こちらの専門家派遣の活用が有効的です。
　専門家派遣は１社当たり３回の支援が全国、無料で受けることができます。お気軽にお問合せください。

経営者保証に関するガイドライン事務局
TEL：03-6262-5075
E-mail：keieisha_hosho@pasona.co.jp
URL：https://hosho.go.jp/

※専門家派遣は対面での支援とリモートツールを
活用した支援を選択することができます。

「経営者保保証証にに関関すするるガガイイドラライインン」」専専門家家派派遣遣ののご案内営者 証証に ドララ ン 門 派遣遣 ご案内「経営者保証証にに関関すするるガガイドラライインン」」専専門家家派派遣遣ののご案内者保 関関 ド ンン 門家 ご案
――　ガガイドドララインンののメリリットトををごご存存知ですすかか？　――――　ガガイドドララインンののメリリットトをごご存存知知ですすかか？　――

「経営者保証に関するガイドライン」専門家派遣のご案内
―　ガイドラインのメリットをご存知ですか？　―

「経営者保証に関するガイドライン」専門家派遣のご案内
―　ガイドラインのメリットをご存知ですか？　―

専門家派遣の流れ専門家派遣の流れ専門家派遣の流れ
支援実施 （対面またはリモート）

【事業者】
申込は
事務局に直接
または支援機関経由
の2通りです

【パソナ】
経営者保証に関する
ガイドライン事務局 【専門家】

支援申し込み 支援依頼

支援は無料で３回ま
で出来ます。
※リモートによる支援
は事務局が設定・モニ
タリングします

経営者の個人保証について、相談する専門家はいますか？
無料で、弁護士などの専門家からアドバイスを受けられます。

電　話：03-6262-5075
メール：keieisha_hosho@pasona.co.jp
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＃38  ありあけ横濱ハーバー ダブルマロン
　船と港町横浜を愛してやまない柳原良平画伯で
お馴染のオリジナルパッケージで船の形をかた
どった人気のマロンケーキ。薄くソフトなカステラ
生地に刻んだ栗と栗餡をやさしく包み込み、しっと
りとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙。
　こちらのコーナーは「かながわの名産100選」より抜粋してい
ます。
　「かながわの名産100選」は県 HP（http://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/）でもご覧になれます。

記事に関するお問合せはこちら
神奈川県  国際文化観光局  観光部 観光企画課

TEL：045-285-0739（直通）

今月
の逸
品『かながわの名産

　　　　　　100選』より

編集後記
　今年はコロナウイルス感染拡大の影響か
ら、県内の商店街のイベントは軒並み中止とな
りましたが、年末にかけて感染防止策を取りな
がら、イベントを再開する商店街もあると耳に
しています。本機関誌でも可能な限り紹介して
いければと考えておりますが、是非、地元の商
店街の情報もご自身でチェックして参加して
みてはいかがでしょうか。
 企画情報部担当者

【組合の情報掲載に関するお問合せ】
企画情報部　TEL:045-633-5134

もしくは組合担当者まで

★イベントの
　告知をしたい
★組合の事業を
　紹介したい
★取材に来てほしい

『商工神奈川』に
組合の情報を掲載しませんか？

情報募集

お気軽にお問合せ下さい！お気軽にお問合せ下さい！
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神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！
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